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平成 19 年分の年末調整！押さえておきたいポイントは？  

●平成19年分の改正ポイントは？  
(１)住民税の住宅ローン控除 

 平成18年までに住宅ローン控除をすでに受け

ている人で、税源移譲の関係で、平成19年以降

の所得税が減ったため、住宅ローン控除額を引

ききれなかった人は、翌年度の住民税から残り

の住宅ローン控除を受けることができます。 

ただし、期限（３月15日）までに所定の申告

書を市町村に提出することが要件となっていま

す。今後、毎年の住民税の申告が必要となりま

すので注意してください。 

 (２)地震保険料控除の創設  
 損害保険料控除に代わり、地震保険料控除が

創設されました。 

 地震保険料とは、地震等の損害により住宅や

家財などに生じた損失をてん補する保険金（地

震保険金部分が全体の20％以上のものに限る）

が支払われる契約にかかる保険料、掛金をいい

ます。 

 ただし、従来の損害保険料のうち一定の長期

損害保険料に限っては、地震保険料の金額に含

めることができることになっています。 

●ナゼ年末調整をするの？  

「年末調整といえば、年末もらえるお小遣い

だよね｣なんてカン違いしている社員さんはい

ませんか…？ 

たしかに、所得税が還付される場合が多いと

思いますが、還付される金額が減ったり、逆に

徴収されたりする場合もあります。 

毎月の給与から天引きされている所得税額は、

概算の金額で、いわば仮払。１年間の給与が確

定した年末に１年間の所得税額が確定します。

年末調整は、毎月徴収した、この仮払税額との

差額を精算するための手続です。  
仮払税額が少なかった場合には、還付が減る

こともあるのです。 

●還付金額が減る場合とは？  
(１)給与・賞与からの徴収税額の不足  
 税額表の見間違いや、給与に比べて賞与の

割合が多い場合に不足する可能性があります。 
(２)扶養親族の減少が年末に判明  
 奥様が働きはじめた、お子さんが就職し独

立したなどの事実を、年末まで会社に報告し

ていなかった場合。  
(３)控除証明書を紛失  
 生命保険・地震保険・国民年金部分などは、

控除証明書がない場合は控除できません。  
●年末調整の対象となる人は？  
 「扶養控除等申告書」を提出している人で、

次のような人が対象となります。  
①１年を通じて勤務している人  
②年の途中で就職し年末まで勤務している人  
（前職があるときは、その源泉徴収票を提出

した人に限ります）  
③12月の給与をもらってから退職した人  

（注）給与の収入金額

が2000万円を超える人

や、２ヶ所以上から給

与をもらっていて「扶

養控除等申告書」を提

出していない人は、対

象となりません。  
●確定申告が必要な人は？  
①医療費控除を受ける人 

②マイホーム購入によるローン控除を初めて

受ける人 

③特定のバリアフリー改修工事によるローン

控除（新設）を初めて受ける人 

④給与以外の所得がある人 

⑤２ヶ所以上から給与をもらっている人 

などは、年末調整をしても、さらに確定申告

する必要があります。   （澤 みち子） 
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